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１．序論 

（１）合併の必要性 

 島田市と川根町は、古くから大井川流域の歴史的つながり、さらに近年の経済・文化・生活

など様々な面で強い結びつきをもっており、住民相互の交流も活発に行われています。また、

昭和 51 年に、島田市・金谷町により島田市・金谷町衛生消防組合が設置され、平成９年には、

川根町、中川根町、本川根町が加わり、島田市・北榛原地区衛生消防組合として、ごみ処理、

消防活動を共同で運営する等、広域行政も推進してきています。 

 一方、社会潮流の変化の中で、少子高齢化、住民生活の多様化、地方分権の進展、安定した

財政基盤の確保といった様々な課題に対応するために、行財政の効率化、行政能力の向上等へ

の早急な対応が求められています。 

 両市町の合併は、これらの課題に対する有効な手段です。 

 

◆少子高齢化への取り組み 

 全国的に少子高齢化が進行しており、今後も日本の総人口が減少していくことが見込まれて

います。両市町においても、全国的な傾向と同様に少子高齢化が進行しています。両市町の全

体人口に占める高齢化率は、22.9％（平成 17 年 10 月 1 日現在：国勢調査）と静岡県全体の高

齢化率（同日現在：国勢調査 20.9％）よりも 2.0 ポイント高く、今後も高齢化が一層進行し

ていくことが見込まれます。人口推移は、平成 17 年国勢調査結果では前回の平成 12 年調査人

口を下回り、両市町合計人口は減少傾向にあります。少子化の進行に伴う生産年齢人口の減少

や高齢化の進行は、地域の経済活動や地域コミュニティの活力を低下させる要因となるととも

に、保健・福祉・医療に対する行政需要をますます増大させるものと考えられます。 

 そのため、今後の地方自治体には、子育て支援や医療体制の充実、多様な健康・福祉サービ

スなどを効率的に実施するだけでなく、合併により行政基盤を強化し、より質の高い行政サー

ビスを安定的に提供する体制を整備し、快適で住みやすい魅力あるまちづくりを行うことが求

められます。 

 

◆住民生活の質的変化への対応 

 高学歴化、職業の多様化をはじめ、ゆとりや潤いのあるライフスタイルの実現など人々の価

値観は、「もの」の豊かさから「こころ」の豊かさへと変化してきています。 

 一方、市街地の拡大や交通の進展により生活圏の広域化が著しく進んできました。特に両市

町では、新東名高速道路や富士山静岡空港などの広域交通網の整備が進められており、通勤・

通学、買物をはじめ、経済活動や医療・福祉など広い分野にわたり、従来の行政区域を超えた

ヒト、モノ、情報の流れの活発化とスピードアップが予想されます。 

 今後、住民の行政ニーズの高度化や多様化、生活圏の広域化に応えていくためには、行財政

運営の効率化を図りながら、広域的な観点からの総合的なまちづくりを進めていくことが必要

です。 
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◆地方分権時代への対応 

 「住民に身近な行政は市町村で」という考え方のもとに、急速に地方分権が進められていま

す。そのため、これからの市町村は、これまで国や県の責任であった権限を譲り受けることで

自己決定権を拡充し、住民が望む専門的かつ高度なサービスを、これまで以上に提供できる力

をつける必要があります。両市町においても、住民にもっとも身近な総合行政体として、十分

な役割を担えるように体質の強化を図ることが求められています。 

 

◆行財政基盤の強化 

 国の平成 18 年度の一般会計予算では、歳入の 37.6％に借入金を充て、また歳出の 23.5％が

借入金の償還に充てることとされています。さらに、平成 17年度末では、国・地方を合わせた

長期債務残高が約 770兆円となり、国、地方ともに財政状況は極めて厳しい状況にあります。 

 両市町においても、財源の多くを国や県に依存しており、財政状態は楽観視できるものでは

ありません。国は既に地方財政制度の見直しを進めていることから、今後、地方自治体の重要

な財源である地方交付税、国庫支出金等が減少することは必至であり、抜本的な行財政運営の

効率化による基盤強化が急務となっています。 

 

◆地域課題への対応 

 両市町では、茶業などの地場産業の振興、大井川の有効活用、自然環境の保全などの共通す

る地域課題と共に、中山間地域の過疎化の進行など様々な課題を抱えています。新東名高速道

路や富士山静岡空港など今後、整備される交通網の利便性を活かした交流人口の増加、地域経

済の活性化への取り組みをはじめ、両市町に共通する様々な課題に柔軟かつ効果的に対応する

ため、一体的な行政を展開することが求められています。 

 

◆都市間競争への対応 

 全国的な市町村合併の流れの中、両市町の周辺市町でも合併が進行し、人口規模の拡大が進

む一方で、今後、少子高齢化の進展や地方分権による市町村の自立性確保の要求の高まりとと

もに表面化してくる都市間競争に対抗できる都市基盤・財政基盤を備えていくことが必要です。 

 両市町には、大井川、茶業など共通の地域資源が多く、また新東名高速道路や富士山静岡空

港などの生活基盤も整備され、これらの特徴を相乗効果によって可能性を伸ばしていくととも

に、新たな将来像を描き出し、当地域ならではのまちづくりを進めていくことが求められてい

ます。そして、都市として多面的な「顔」と「強み」を持つ魅力あふれるまちづくりを進めて

いくことが必要です。 
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（２）計画作成の方針 

  

①計画の趣旨 

 この計画は、合併新法（市町村の合併の特例等に関する法律）に基づき「合併市町村基本計

画」として作成するものであります。今回は、島田市と川根町が合併した場合のまちづくりを

総合的かつ効果的に推進することを明確化するため、名称を「島田市・川根町まちづくり計画」

としました。 

 なお、新市の進むべき具体的な方向や施策については、基本構想、基本計画、実施計画など

の新市において策定する計画に委ねるものとします。 

  

②計画の構成 

 まちづくり計画の構成は、次のとおりとします。 

・序論 

・新市の概況 

・主要指標の見通し 

・まちづくりの基本方針 

・新市の主要施策 

・新市における県事業の推進 

・公共的施設の適正配置と整備 

・財政計画 

  

③計画の期間 

 まちづくり計画の期間は、平成 20年度から平成 29年度までの 10年間とします。 

 なお、具体的施策及び財政計画については、社会経済状況の変化や財政制度の改正などによ

り必要に応じて見直しを行うものとします。 

  

④その他 

・この計画は、旧島田市・旧金谷町の合併時に策定された『島田市・金谷町新市建設計画』を

基本とし、新たに川根町の計画を追加し、作成するものとします。 

・基本方針及び主要事業を定めるに当たっては、将来を展望した長期的な視点に立つものとしま

す。 

・財政計画の作成に当たっては、限られた財源の効率的な運用に努めるなど、適切な財政運営を

図ることに留意します。 

・公共的施設の適正配置と整備は、住民生活に急激な変化を及ぼさないように十分配慮するとと

もに、地域のバランスや財政事情などに考慮しながら整備していく考えに立つものとします。 

・まちづくりを総合的かつ効率的に推進し、ハード面の整備だけでなくソフト面にも配慮するも

のとします。 
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２．新市の概況 

（１）位置・地勢 

 新市は、静岡県の中央部、大井川の中下流域に位置しています。北部は山地が多く、南部は

大井川によって形成された扇状地および牧之原台地からなっています。 

 当地域には、既に国道１号、国道 473 号、東名高速道路が通過しているだけでなく、新東名

高速道路、富士山静岡空港等の大規模プロジェクトが進行していることから、空と陸の交通ア

クセスが大幅に向上することが期待され、国内はもとより海外へつながる交通の拠点として注

目されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）気候 

 気候は東海地方の温暖な気候特性を持ち、1年を通して過ごしやすい地域となっています。 

 

（３）面積 

 新市は、東西約 23 ㎞南北約 31km で、総面積は、315.88ｋ㎡となっており静岡県全体の面積

の約 4.1％を占めています。また、新市の総面積の３分の２が森林であり、豊かな自然に恵まれ

た地域となっています。 

位置図 

※平成 17 年 10 月 1 日現在（国勢調査） 

島田市・川根町 

約10万2千人 
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（４）歴史・沿革 

 島田市は、大井川という難所を越えるための川越しが有名で、江戸時代には東海道の交通の

要衝であり宿場町として栄えてきました。また、川根町は、江戸時代に大井川の上・中流域に

広まったとされる茶の栽培が、「やぶきた茶」の普及とともに高級茶産地として確立し、川根

茶産地が形成されてきました。 

 島田市は、かつての榛原郡・志太郡の 40の村・集落から廃置分合を繰り返し、最近では、平

成 17年５月５日に島田市と金谷町が合併し、現在の行政区域が形成されております。また、川

根町は、かつての榛原郡・志太郡の５村が２度の廃置分合により、昭和 30年から現在の行政区

域となっております。 

 両市町は、大井川流域圏といった地理的・歴史的なつながりが古くからあります。また、明

治時代から大井川の水運を活用した木材の生産・流通が活発であり、当時から流域圏の交流が

盛んであったと考えられます。 

 現在においても、東名高速道路や国道など、東西を結ぶ交通の要衝としての役割は大きく、

また茶の有数の産地として、そのブランド名を全国へ発信しています。 
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（５）人口・世帯 

 国勢調査では、新市の平成 17 年総人口は 102,108 人で、平成 12 年の 102,585 人に比べ 477

人、0.5％減少しています。15歳未満の人口は平成 17年に 14,316人で、平成 12年に比べ 1,317

人、8.4％減少している一方で、65歳以上の人口は平成 17年に 23,402人と平成 12年に比べ 2,476

人、11.8％増加しており、静岡県の平均を上回って少子高齢化が進行しています。 

 新市の総世帯数は、平成 17年に 32,365世帯で、平成 12年の 30,744世帯に比べ 1,621世帯、

5.3％増加しており、1世帯当たりの人数は 3.34人から 3.15人と減少しています。 

 地区別の総人口の動向(平成 13 年と 18 年との比較)をみてみると、島田市大津地区、六合地

区を除き減少しています。高齢者人口（65 歳以上人口）は、ほぼ全域で増加し、年少人口（15

歳未満人口）は、島田市大津地区、六合地区を除いて減少傾向にあります。人口の増減、少子

高齢化の傾向が地区によって異なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢階層別人口 

資料：国勢調査 

 人口及び世帯数の推移 

資料：国勢調査 
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資料：国勢調査 １市１町計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総人口の増減率（H13→H18） 

 高齢者人口（６５歳以上人口）割合（H18）  年少人口（１５歳未満人口）割合（H18） 

資料：平成 18 年 10 月 1 日 住民基本台帳人口 

  平成 13 年 10 月 1 日 住民基本台帳人口 

区　分
総人口 103,149 人 103,490 人 102,585 人 102,108 人
世帯数 27,657 世帯 29,300 世帯 30,744 世帯 32,365 世帯
１世帯当たり人員 3.73 人 3.53 人 3.34 人 3.15 人
年少人口(14歳以下） 19,833 人 17,638 人 15,633 人 14,316 人
生産年齢人口(15～64歳） 68,770 人 68,154 人 66,016 人 64,390 人
高齢者人口(65歳以上） 14,529 人 17,698 人 20,926 人 23,402 人
不詳 17 人 0 人 10 人 0 人
年少人口比率 19.2 ％ 17.0 ％ 15.2 ％ 14.0 ％
生産人口比率 66.7 ％ 65.9 ％ 64.4 ％ 63.1 ％
高齢者人口比率 14.1 ％ 17.1 ％ 20.4 ％ 22.9 ％

平成２年度 平成７年度 平成１２年度 平成１７年度
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（６）産業の動向  

 ■ 産業別就業者数 

 国勢調査によると、平成 17 年の産業別就業者の状況は、第一次産業 4,875 人（8.8％）、第

二次産業 21,457人（38.6％）、第三次産業 29,019人（52.3％）で、平成 12年に比べ第一次産

業及び第二次産業の就業者の比率が減少し、第三次産業で増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 ■ 農業・林業 

 平成 16年生産農業所得統計によると、第一次産業の主要作物は茶で、次いで米、レタスです。

茶は栽培面積や摘採面積・収穫量・生産量において 10％以上の県内シェアを占め、有数の産地

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「茶」は茶（生葉）と荒茶の合計値 

※島田市は、旧島田市と旧金谷町を合算した数値 

資料：平成 16 年静岡県の生産農業所得統計(粗生産額単位：千万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※島田市は、旧島田市と旧金谷町を合算した数値 

資料：農林業センサス（H17) 

 

※10a 当りの収量の合計の欄は、合計数値から算出 
※島田市は、旧島田市と旧金谷町を合算した数値 

資料：静岡農林水産統計年報（Ｈ16～Ｈ17）

摘採面積 10a当り収量 生葉収穫量 荒茶生産量

ha ha kg t t
2,040 1,891 1,216 23,000 5,800

川根町 406 377 717 2,700 624

A.合計 2,446 2,268 1,133 25,700 6,424

B.静岡県 20,300 19,200 1,030 197,300 44,200

A/B×100(%) 12.0 11.8 - 13.0 14.5

島田市

区  分 栽培面積
年間（平成１６年度）

 産業別就業者数の推移 

 主要作物の状況 

 林家数・山林面積状況 

島田市 156 戸 36,055 ha

川根町 159 戸 4,892 ha

合計 315 戸 40,947 ha

所有林家数 山林面積

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 その他 粗生産額の総額

作 物 名 茶 米 レタス ばら 肉用牛

粗生産額 （千万円） 852 84 68 35 28 150 1,217

構 成 比 （％） 70.0 6.9 5.6 2.9 2.3 12.3

作 物 名 茶 米 トマト

粗生産額 （千万円） 152 2 1 7 162

構 成 比 （％） 93.9 1.3 0.3 4.5

作 物 名 茶 米 レタス ばら 肉用牛

粗生産額 （千万円） 1,004 86 68 35 28 158 1,379

構 成 比 （％） 72.8 6.2 4.9 2.5 2.0 11.6

川根町

合計

島田市

就業者総数 人 人 人 人

第一次産業就業者 6,557 人 ( 11.6 ％) 5,966 人 ( 10.3 ％) 5,381 人 ( 9.5 ％) 4,875 人 ( 8.8 ％)

第二次産業就業者 25,272 人 ( 44.8 ％) 25,366 人 ( 43.8 ％) 23,347 人 ( 41.4 ％) 21,457 人 ( 38.6 ％)

第三次産業就業者 24,592 人 ( 43.6 ％) 26,531 人 ( 45.8 ％) 27,650 人 ( 49.0 ％) 29,019 人 ( 52.3 ％)

不詳 14 人 ( 0.0 ％) 43 人 ( 0.1 ％) 74 人 ( 0.1 ％) 164 人 ( 0.3 ％)

平成１７年度区     分 平成２年度 平成７年度 平成１２年度

56,435 57,906 56,452 55,515

 茶業の生産状況 
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■ 工業 

 製造業は、近年、事業所数、従業者数ともに減少傾向でしたが、平成 17年は増加しています。

また、製造品出荷額は、近年、ほぼ横ばいでしたが、平成 17 年は減少しています。平成 13 年

から平成 17年の工業統計調査によると、第二次産業の製造品出荷額、従業者数の比率が高い業

種は、パルプ・紙、飲料・飼料・たばこ、化学工業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 商業・サービス業・観光 

 平成 6年から平成 16年の商業統計調査によると、店舗数は年々減少しているのに対し、従業

員数は平成 11 年までは増加していました。しかし、平成 11 年以降は従業員数も減少に転じて

います。また、年間商品販売額も減少傾向にあります。 

 観光については、大井川、お茶などにちなんだイベントや祭、温泉、花・木、神社・仏閣・

史跡・無形民俗等の文化財が観光資源となっています。 
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資料：工業統計調査 

 年間商品販売額の動向 

資料：商業統計調査 
 観光交流客の動向 

資料：観光交流の動向（H16） 

資料：工業統計調査 

 事業所数、従業者数の動向 

 店舗数・従業員数の動向 
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 製造品出荷額の動向 

資料：商業統計調査 
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３．主要指標の見通し 

（１）人口の推移 

 新市の総人口は、平成 22年の国勢調査結果から推計すると、このままこれまでと同様に推移

したとすれば、合併 10年後の 2018年（平成 30年）には、約 9万 5千～9万 6千人になると予

測され、2005年（平成 17年）に比べて約７％減になると思われます。さらに、少子高齢化の傾

向も進んでいくと予測されます。 

 このように人口減少傾向ではありますが、新市においては､新東名高速道路島田金谷インター

チェンジや富士山静岡空港の開設が予定されており、新市の魅力や潜在力が高まることから、

転入人口の増加や定住人口の確保を図った施策を展開し、10年後においても 10万人を維持した

賑わいあるまちづくりに取り組みます。 
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予測の考え方； 総人口については、国立社会保障・人口問題研究所が公表しているコーホート要因法によ

る推計値を採用している。 

コーホート要因法は、ある年の男女・年齢別人口を基準として、ここに人口動態率や移動

率などの仮定値を当てはめて将来人口を計算する方法である。  

 年齢３区分別人口については、2010 年までは国勢調査実績値とし、2015年、2020年は国立

社会保障・人口問題研究所が平成 24年１月に公表した推計値を採用している。なお、2008

年、2018 年については、国勢調査実績値及び推計値間の構成割合の増減と同様の変化が各

年に発生するものとして構成割合を算定し、この割合に応じて各年代の人口を算出してい

る。また、2015 年については島田市総合計画後期基本計画の推計値と整合を図った。 

 

 
年齢３区分別人口割合 
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４．まちづくりの基本方針 

 まちづくりの基本方針は、新市の主要課題を整理した上で、新市の将来像、まちづくりの基

本理念、これらを実現させるための基本方針、新市の空間構造、主要な施策により構成します。 

 これは新市のまちづくりの指針となるものです。 

 

（１）新市の主要課題 

 新市のまちづくりに向けた主要な課題を以下に整理します。 

 

①大井川の流れをつなぐ地域内連携の強化 

 両市町が力を合わせて未来へのまちづくりを推進するためには、豊かな自然環境や広大な河

川敷空間等の一層の活用などにより大井川を積極的に取り込み、地域内の連携強化、新市の一

体化を図る必要があります。 

 

②“お茶”の素材を最大限に活かす地域振興 

 当地域で生産される“お茶”は、茶どころ静岡県にあって約 15％の生産量を占めており、関

連企業の立地やお茶の郷などの集客施設も整備され、当地域を代表する素材として、生活や文

化に溶け込んできました。近年、お茶の持つ効能が一層注目されており、今後のまちづくりに

あっても、この“お茶”を産業振興や観光・交流、教育・文化・健康づくりなどの住民生活の

向上に最大限に活かすことは必須の課題です。 

 

③歴史・文化・自然資源の保全と活用 

 蓬莱橋や大井川川越遺跡、旧東海道石畳、志戸呂焼、天王山遺跡、大井川の水資源など当地

域が有する歴史・文化・自然資源を地域の誇りとして、教育、まちづくり等の様々な分野にお

いて、有効に活用していくことが求められます。また、こうした資源を守り、次世代に受け継

いでいくことは、我々の責務であり、そのための取り組みを強化していくことは重要です。地

球規模での環境問題が深刻化する中、自然環境との共生したまちづくりを進めていくことが求

められます。 

 

④ヒト・モノ等の広域交流・連携拠点機能の強化 

 東西にわたる国土軸上に位置し、大井川に沿った南北軸などを有して広域的な結節点となっ

ている当地域は、プロジェクトが進行している新東名高速道路や富士山静岡空港を加えること

により静岡県さらには日本の中でも重要な地域となり、産業の活性化や交流人口の増加など

様々な可能性が高まります。新しいまちづくりに向けては、こうした新たな広域的交通機能を

最大限に活かして、ヒトやモノ、情報などを集積し、活用して、近隣、全国、海外へと発信す

る交流・連携の拠点機能を確立させることが求められます。また、そのための道路等の都市基

盤整備や集客機能の強化が重要になります。 
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⑤少子高齢化への対応 

 進行する少子高齢化には、人口構成における子どもの減少と高齢者の増加、特に団塊の世代

の高齢化と後期高齢者（75 歳以上）の増加への対応という課題とともに、総人口の減少への対

応という課題があります。少子化の進行に対しては、安心して子どもを産み、育てることがで

きる環境を家庭と地域が一緒になってつくり上げていくことが重要となります。高齢者の増加

に対しては、その豊富な経験や知恵、力を地域の中に積極的に活かしていく取り組みや生きが

いづくり、見守り、支え合いなどの施策も重要となります。今後、保健・福祉・医療・介護な

どのサービスをさらに迅速かつ適切に充実させていくとともに、高齢化が進む団塊の世代が活

躍する機会の確保など、地域の活力を生み出していく仕組みづくりが求められます。また、新

市のまちづくりを総合的に進める中で、流入人口や定住人口の増加を図ることが重要になりま

す。 

 

⑥将来を担う人材育成と生涯学習環境づくり 

 今後の社会経済状況の変化に適切に対応できるまちづくりを進めるためには、地域を担う人

材育成が不可欠です。将来を担う子どもたちを家庭・学校・地域の連携のもとに、健全に育成

していくことが今後一層重要となります。また、お茶や伝統文化などを学び、地域への愛着を

育む教育を推進することも重要です。さらに、こころの豊かさや自己実現を求める学習ニーズ

の高まりへの対応をするため、生涯学習の機会と場を提供することが望まれます。 

 

⑦産業の振興 

■農林業（関連産業）の振興 

 当地域の農業は、就業者数の減少と高齢化に加えて後継者不足が課題となっています。労働

力不足が著しい状況にある林業においては、山林の荒廃も懸念されます。このため、当地域が

有する産品・人材・技術等の連携を進め、消費者ニーズに合った農産物栽培への取り組みや、

高付加価値化を図ることが重要となります。また、農林生産基盤、営農体制の充実、山林が有

する公益的機能の維持・管理などを進めていく必要があります。 

 

■雇用の場の確保・企業誘致の推進 

 当地域においては、大井川の豊富な水資源やお茶、木材等の資源を活用した多数の優良企業

が立地しています。しかし、近年、製造業事業所数、従業者数が年々減少傾向をみせており、

また、当地域の 20～30歳代の人口割合が、県平均と比べて少なくなっていることからも、若者

が働ける魅力ある雇用の場を確保することが必要です。このため、新東名高速道路、富士山静

岡空港といった広域的な交通拠点機能の優位性を活かした優良企業の誘致などを進めていくこ

とが求められます。 

 

■中心市街地の活性化 

 中心市街地は、消費の受け皿としてだけではなく、地域住民の交流や賑わいの演出等のさま

ざまな機能が求められています。近年の中心市街地の商業は、ライフスタイルの変化や購買力

の流出等により、来街者の減少や商店街としての機能低下がみられる状況にあります。このた

め、地域に密着し、消費者ニーズに対応可能な商店街の活性化を図る一方で新たな賑わい空間

形成に向けて取り組みを進める必要があります。 
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■観光の振興 

 当地域は、全国的に知名度の高い大井川鐵道のＳＬ、大井川や旧東海道にちなんだ歴史資源、

川根温泉など豊富な観光資源を有していますが、観光客のほとんどが日帰り客であるなど滞在

性、回遊性に欠け、これらの観光資源を十分に活かしているとはいえない状況にあります。こ

のため、両市町が有する個々の観光資源を磨き上げるとともに、それぞれのネットワーク化や

地場産品との連携などにより観光の活性化を図る必要があります。 

 

⑧安全で快適な生活環境整備 

■道路・交通 

 地域内には道路交通機能が充実されていない箇所がみられます。新市の一体化、連携の強化

に向けて地域内の道路ネットワークを充実させる必要があります。また、バスなどの公共交通

機関は、高齢者や学生等の貴重な交通手段であることから、だれもが利用しやすい公共交通機

能の充実を図ることが求められます。 

 

■定住化を促進する基盤づくり 

 住みたくなる、住み続けたくなる住環境づくりは、新市のまちづくりに向けて重要な課題と

いえます。これまで当地域では生活関連道路、都市公園などの様々な社会基盤整備が進められ、

一定の機能が確保されていますが、地区間に整備水準の差などもみられることから、より一層

の社会基盤の充実を図る必要があります。これからのまちづくりでは、年齢や性別、障害など

の有無に関わらず、すべての人が利用しやすい“ユニバーサルデザイン”の考え方に基づくこ

とも、不可欠な要素です。また、予想される南海トラフ巨大地震に備えた災害に強いまちづく

り、交通事故や犯罪の少ないまちづくりといった、安全で安心して暮せる環境づくりも求めら

れます。こうした取り組みにより当地域の大きな魅力である水と緑に囲まれ、ゆったりとした

居住環境を保全し、整備していくことが求められます。 

 

⑨地域コミュニティの自立と住民活動支援 

 当地域では、ＮＰＯ法人や住民主体の団体による活動やイベントが活発に展開しており、こ

うした活動は将来のまちづくりにおいても大きな役割を担います。これからのまちづくりにお

いては、きめ細かで身近なサービスを供給する担い手として、子育て、防災、防犯、環境美化

などあらゆる分野において、住民主体の活動を促進していくことが不可欠です。このため、住

民のまちづくりに対する関心を喚起し、地域コミュニティの自立や地域づくり活動の促進を図

ることが必要です。また、こうした活動と行政とのパートナーシップを築き、効果的なまちづ

くりを進めていくことが重要となります。 
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⑩行財政改革の推進 

 当地域の人口は少子高齢化の進行とともに総人口が減少していくと予測され、行政経費を負

担する納税者の割合も減少していくと見込まれます。その一方で、国の地方財政制度改革や地

方分権の急速な進展により地方交付税や国庫支出金の削減は避けられない状況にあり、将来の

財政状況は決して楽観視できるものではありません。しかし、こうした厳しい財政状況にあっ

ても、今後のまちづくりにおいては、地方分権の進展や社会潮流の変化に対応した高度で柔軟

な住民サービスを実現していくことがますます求められます。このため、今後の行財政運営に

あっては、自治体行政組織の再編や既存施設の有効な活用、民間や住民との役割分担の見直し

などにより、これまで以上に行財政運営の効率化を進めるとともに住民サービスの維持・向上

に努める必要があります。 
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（２）まちづくり計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②“お茶”の素材を最大限に活かす地域振興 
・ 産業振興への活用 
・ 観光・交流に向けた広域的活用 
・ 教育・文化・健康づくりなど住民生活への活用 

③歴史・文化・自然資源の保全と活用 
・ 当地域が有する歴史・文化・自然資源を、教育・まちづくり等

に活用 
・ 資源を守り、次世代に受け継ぐ（自然環境と共生したまちづくり） 

④ヒト・モノ等の広域交流・連携拠点機能の強化 
・ 国土の東西軸、大井川の南北軸といった交通拠点性を活かし、

ヒト・モノ・情報などの広域的な交流・連携の拠点機能の充実 

⑤少子高齢化への対応 
・ 安心して子どもを産み育てることができる環境づくり 
・ 保健・福祉・医療・介護などのサービスの充実 
・ 高齢者の知恵や力の活用、生きがいづくり 

⑥将来を担う人材育成と生涯学習環境づくり 
・ 家庭・学校・地域で連携した子どもの健全育成 
・ 地域への愛着を育む教育 
・ 生涯学習の機会・活動の場の充実 

⑧安全で快適な生活環境整備 
■道路・交通 
・ 渋滞の緩和、市内の連携強化に向けた道路ネットワークの構築 
・ 誰もが利用しやすい公共交通機能の充実 
■定住化を促進する基盤づくり 
・より一層の社会基盤整備とユニバーサルデザインの考え方に基
づくまちづくり 

・ 災害に強く、交通事故や犯罪の少ないまちづくり 

・少子高齢化への取り組
み 

・住民生活の質的変化へ
の対応 

・地方分権時代への対応 
・行財政基盤の強化 
・共通する地域課題への
対応 

・都市間競争への対応 

⑨地域コミュニティの自立と住民活動支援 
・ 地域コミュニティの自立、住民主体の地域づくり活動の促進 
・ 行政とのパートナーシップ 

⑩行財政改革の推進 
・ 行財政運営の効率化とサービスの維持・向上 

①大井川の流れをつなぐ地域内連携の強化 
・ 地域内の連携強化、新市の一体化 
・ 河川敷空間などの資源を活かす大井川に向き合った取り組み 

⑦産業の振興 
■農林業（関連産業）の振興 
・ 農産物の高付加価値化、生産基盤体制の充実 
・ 山林の維持・管理 
■雇用の場の確保・企業誘致の推進 
・ 広域交通拠点機能を活かした企業の誘致、魅力ある雇用の場の  
確保 

■中心市街地の活性化 
・まちなかの賑わい空間としての活性化 
■観光の振興 
・ 個々の観光資源の磨き上げと多彩な連携による活性化 
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２）広域交通基

盤を活かし、ヒト

やモノ、情報など

が、活発に連携・

交流するまち 

７）行政と住民

の協働のまち 

５）自然と共生

し、歴史を大切に

するまち 

 

４）だれもが安

心して暮らせる

健康・福祉のまち 

 

３）産業がいき

いきと活発なま

ち 

１）都市・生活

基盤が充実した

まち 

６）人を育て、

文化を創造する

まち 

 

 

 

 

フレッシュ牧之原 ゆうゆう大井川 

       未来へはばたけ輝創
き そ う

都市 

新市の将来像 

基本方針 

 

大
井
川
の
恵
み
を
育
み
、
地
域
内
を
つ
な
ぐ 

新市の将来像を実現させるために、まち

づくりの基本理念に基づき、次の７つの

基本方針に沿って施策を展開します。 
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（３）新市の将来像と基本理念 

 

①新市の将来像（キャッチフレーズ） 

 下記の将来像（キャッチフレーズ）は、島田市と金谷町の新市建設計画の作成の基礎とする

ために島田市・金谷町合併協議会の附属機関である新市将来構想策定委員会において原案を策

定し、第４回合併協議会において確認された『島田市・金谷町新市将来構想』に掲げられたも

のです。 

 この将来像は、新市のまちづくりを次のように描いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 牧之原、大井川といった“この地にしかない資源”を取り上げ、この地でし

かできないまちづくりをめざすことを表現しています。 

・ “フレッシュ牧之原”は、単に牧之原台地だけでなく、この地域の様々な自

然資源が活かされるまちをめざすことを示しています。“ゆうゆう大井川”は、

島田市、金谷町を結び、連携していくようなまちをめざすことを示していま

す。“未来へはばたけ”は、富士山静岡空港を活用した新市の飛躍を示してい

ます。また、“フレッシュ”な若者にも“ゆうゆう”とした生活を送る人にも、

誰にも愛されるようなまちづくりをめざします。 

・ “輝創都市”は、新市の色々な素材が“輝き”を放ち、“創造”的な取り組み

を進める中で、その“輝き”と“創造”が相乗的にまちの魅力を高めていく

ようなまちになることを願った言葉（造語）です。 

き そ う 

◇今回の島田市と川根町の合併についてもこの将来像を継承し、大井川とお茶で結ばれた古くか

らの地域のつながりを大切に島田市と川根町が１つとなり、更なる“輝き”と“創造”により、

魅力あるまちづくりをめざします。 
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②まちづくりの基本理念 

 新市の将来像を実現するため、次のようにまちづくりの基本理念を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンリーワン 
～ここにしかない資源が住民生活の豊かさを育むまちづくり～ 

 
・ 大井川や牧之原台地・中山間地といった自然環境、お茶やバラに代表される一次産品、

大井川鐵道のＳＬや川根温泉などの観光資源、宿場町や蓬莱橋といった歴史・文化資源
など、当地域にしかない資源を守り、より良いかたちで未来に伝えていきます。 

・ これらの資源を、身近な生活環境の向上、産業の活性化、教育・文化活動の振興・住民
の健康づくりなど、快適な生活空間づくりに、まちの魅力・個性の強化に、積極的に活
かすことで、この地域だからこそ住みたくなる、いつまでも住み続けたくなるようなま
ちづくりをめざします。 

ナンバーワン 
～どこよりも元気で活力に満ちたまちづくり～ 

 
・ 新東名高速道路や富士山静岡空港といった交通拠点性、標高差 3,000ｍを結ぶ大井川の

流れを有する当地域の立地特性を活かし、人や地域や資源が相互に連携し、呼応しあっ
た相乗効果の高いまちづくりをめざします。 

・ その中で、技術・ノウハウ・知識を結集させ、豊かな水や木材などの当地域の資源を活
かした元気な企業の立地を促し、十分な雇用の場が確保されるような産業の活性化を図
ります。 

・ 地域の魅力・個性を積極的に発信することで、多くの人が訪れ、賑わいにあふれるまち
づくりを進めます。 

・ こうした取り組みの中で、新たな元気・活力を呼ぶ若者の定住化を促進し、輝く未来を
担う豊かな人材が育っていくようなまちづくりを進めます。 
 

オールフォーワン・ワンフォーオール 
～ともに支え合い力を合わせる協働のまちづくり～ 

 
・ 誰もがお互いを理解し合い、支え合いながら、世代を超えて健やかに暮らせるようなま

ちづくりをめざします。 
・ このため、コミュニティ活動や住民活動を促進し、住民自らが自らの住むまちをより良

くしていこうとする住民主体のまちづくりを進めます。 
・ 住民と事業者、行政とそれぞれにホスピタリティ（すべての人に心を込めて接する）の

こころ、もてなしのこころを醸成し、ともに力を合わせる協働のまちづくりを進めます。 
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（４）新市の空間構造 

 当地域の魅力を活かすとともに、均衡ある一体的なまちづくりを進めるための新市の空間構

造を示します。ここでは、両市町と周辺市町の関係を示す広域空間構造と新市内の空間構造に

分けて示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新しいまちの構造（広域） 

 

当地域とその周辺とは、以下の様な軸によって連携が図られています。 

① 東海道を軸とした国土を東西につなぐ軸（東海道連携軸） 

② 大井川に沿って南北に連なる流域圏を形成する軸（大井川水系軸） 

③ お茶の生産拠点としてつながる共通性を持った南北軸（お茶の連携軸） 

④ 空港から日本全国、海外へとつながる空の軸（空の連携軸） 

上記の４つの広域連携軸を通じた密接なつながりを活かし、他市町との

連携を強化することで、将来的にさらなる発展に向けたまちづくりを行うこ

とが期待されます。 
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●新しいまちの構造（市内） 

 

 
・新東名高速道路以北は豊かに
広がる山林を活かし、自然を
保全し体験するゾーンとお茶
の振興を図るゾーンを中心に
構成されます。 

・新東名高速道路以南は、商工
業を振興し、都市的な居住環
境を営むゾーンと大井川右岸
のお茶の振興を図るゾーンを
中心に構成されます。 

 

・現在のＪＲ島田駅、金谷駅、大鐵
家山駅を中心として、人が訪れ賑
わいにあふれる拠点として位置
付けます。 

・新東名島田金谷インターチェン
ジ、東名吉田インターチェンジ、
富士山静岡空港といった広域的
な交通拠点周辺を将来の発展に
資する成長促進拠点として位置
付けます。 

・このほか、歴史、文化資源や居住
地の分布に応じた各拠点を位置
付けます。 
 

新東名島田金谷ＩＣ 
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５． 新市の主要施策 

（１）重点プロジェクト 

テ ー マ 
大井川の恵みを育み、地域内をつなぐ 

～ 一体化交流ネットワークによる新市の礎づくり ～ 

事業内容 

●新たな懸け橋と高速交流拠点のネットワーク化 

 キーワード 大井川 

 「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」とうたわれ、近くて遠い大井川

両岸に住む住民のイメージを早期に払拭できるよう、市民が一丸となって、基幹道路の

整備や大井川への新たな懸け橋づくりを推進します。 

 また、高速交通拠点（東名・新東名高速道路インターチェンジ、富士山静岡空港、Ｊ

Ｒ駅など）を結ぶ基幹道路を整備するとともに、市域内の移動を円滑化することで市民

交流の促進を図ります。その手段として、コミュニティバスを市民のライフスタイルに

合わせて運行し、市民生活の一体化とネットワーク化を進めます。さらには、ヒト、モ

ノ、情報がスムーズに行き交うことができる機能的な交流拠点の整備をめざして、都市

基盤づくりを進めるとともに、大井川の水や自然環境を活かしたまちづくりも進めま

す。 

 

●大井川の恵みによって培われてきたお茶文化の伸展 

 キーワード お茶 

 大井川に誰からでも見える市民の心の懸け橋を架けることにより、江戸時代以前から

脈々と培われてきた歴史・文化の更なる交流を促進させ、新たな歴史の 1ページを創出

します。 

「（仮称）お茶の歴史とふるさと街道」として島田茶・金谷茶・川根茶の特性を活か

し、尚一層のブランド化を推進するとともに、蓬莱橋、川越遺跡、旧東海道石畳、お茶

の郷、志戸呂焼、川根温泉などとのネットワーク化を図り、お茶の歴史と文化等を情報

発信します。また、新たに観光、産業、医療、教育分野のほか、大学や研究機関など、

民・産・学・官と連携したコンソーシアムを確立させ、お茶に秘められたあらゆる可能

性を世界に発信できるまちづくりをめざします。 

 

●100％元気な住環境づくり 

 キーワード 健康 

「誰もが暮らしたい、行ってみたい」といわれるような新しいまちの形成をめざすた

めに、そこに住む市民の「元気」と「活力」が生まれるような環境づくりを推進します。 

地域医療と連携して健康管理に関する市民意識の向上を図りながら、保健福祉機能の

充実や人材育成に努めるとともに、市民の健康を見守り、大井川流域の中核的医療機関

として、病院施設を整備し、医療の高度化、専門化に努め、安心、安全でかつ適正な医

療サービスを提供していきます。また、大井川河川敷などのスポーツ施設や温泉施設な

どの健康増進施設を活用して、市民の交流と健康維持・増進や疾病の予防、さらには福

祉の向上を図るために、医療と連携した「健康づくりプログラム」を展開する環境整備

をめざします。 
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（２）基本方針と主要施策 

 

１）都市・生活基盤が充実したまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【基本方向】 

大井川に架かる橋りょうや幹線道路、生活道路の整備、コミュニティバスの拡充など公共交通

の充実を図ることで、地域内の連携と一体化を強化し、誰にも優しい交通体系を構築します。 

また、自然環境の保全に十分に配慮しつつ、情報通信機能や上水道整備、下水道をはじめとす

る排水処理機能などの強化により、誰もが住みたくなる、住み続けたくなるような生活環境の形

成に努めます。 

さらに、災害時の広域応援体制の確立が進められている中、ライフラインを早期に確保し、自

力復旧ができるような災害に強いまちづくりを進めます。加えて、消防、防犯、交通安全施設の

充実や地域・住民が主体的に取り組む防災・防犯体制の形成などにより安全・安心なまちづくり

を進めます。 

 

＜交通機能の強化による地域内連携の促進＞ 

・ 市内の基幹的な道路の整備を進め、市内の連携を強化する基盤を形成します。また、住民の

日常生活に身近な生活道路について、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた整備を進

めます。 

・ コミュニティバスのネットワーク化を図ることなどにより、誰にも優しく、利用しやすい公

共交通環境を形成します。 

・ 中山間地域における生活交通基盤の充実強化を図るとともに、学生や高齢者等の生活の足の

確保をめざした交通サービスを検討します。 

 

＜新市における適正な土地利用の推進＞ 

・ 豊かな自然が残る地区については、その保全に配慮した秩序ある開発誘導を進めます。また、

市街地についても計画的な整備を進め、適正な土地利用を推進していきます。 

・ 中山間地域では、その自然生態の維持に十分配慮し、山林の乱開発を防止しながら自然と調

和した土地利用を進めます。 

 

＜快適生活基盤づくり＞ 

・ 公営住宅や若者住宅の整備により新市に定住する基盤を確保し、若者の定住意識を高めます。 

・ 住民の日常生活にうるおいを提供するとともに、災害時の避難場所としても欠かすことので

都市・生活基盤が充実したまち 

新市一体化への環境整備 

基本方針 

施策の柱 

交通機能の強化による地域内連携
の促進 

新市における適正な土地利用の推
進 

快適生活基盤づくり 

いのちを守る防災・安全体制の充実 
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きない公園・緑地については、地区の特性を活かし、計画的に整備します。 

・ 行政情報の提供、住民の交流、学習活動など様々な分野での活用が期待される情報通信ネッ

トワークの充実を図ります。また、川根地域における携帯電話を利用できない区域の解消に

努めます。 

・ 安全な水を安定して供給できるよう水道施設の整備を進めます。また、下水道、合併処理浄

化槽等の生活排水処理施設についても計画的に整備を進め、水質を保全し、水の循環体系を

維持、強化します。 

・ 航空機騒音や自動車騒音等の対策など関係機関との連携により進めていきます。 

・ 快適な生活基盤の整備にあたっては、すべての人が快適に利用できるようユニバーサルデザ

インの考え方に立つとともに、その普及・啓発を進めます。 

・ 消費者への情報提供、消費生活相談等を充実させ、一人ひとりが自立した消費者として行動

できるよう支援し、住民の消費生活の安定及び向上を図ります。 

 

＜いのちを守る防災・安全体制の充実＞ 

・ 災害に強いまちづくりに向け、公共施設の耐震化を進めます。また、新東名高速道路島田金

谷インターチェンジ開設などに伴う消防体制の強化をはじめ、水防、防犯、交通安全対策を

進めるために設備等の充実を図ります。また、地域、住民が主体となる自主防災や交通安全

活動、防犯活動など住民自らの手で取り組む安心できるまちづくりを支援します。 

・ 中山間地域での火災や大規模地震等の災害発生時においても、的確に対処できる消防・防災

の組織体制や施設設備の整備・充実を図ります。また、地域防災の中核である消防団につい

ては、団員の確保や活性化を図り、組織の充実・強化に努めます。 

 

施策の柱 主要事業 

交通機能の強化による

地域内連携の促進 

地域内道路交通ネットワーク化形成事業 

・基幹道路整備事業 

公共交通強化事業による新市連携促進事業 

・コミュニティバスネットワーク事業 

・スクールバス住民混乗事業 

新市における適正な土

地利用の推進 

土地利用に関する計画策定事業 

市街地整備事業によるまちの顔づくりの推進 

・土地区画整理事業 

快適生活基盤づくり 

人にやさしい定住基盤整備事業 

・若者住宅整備事業 

生活に安らぎとうるおいを与える公園・緑地整備事業 

水とともに暮らすせせらぎ空間形成事業 

高度情報化社会に向けた情報通信ネットワーク強化事業 

・川根地域携帯電話空白地域解消事業 

大井川の恵みを享受するため水道施設整備と下水道、合併

処理浄化槽等生活排水処理施設整備事業 

いのちを守る防災・安全

体制の充実 

災害に強い防災体制構築事業 

 

消防、水防、防犯、交通安全推進による安全・安心のまち

づくり事業 

・地域防犯パトロール活動支援事業 
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２）広域交通基盤を活かし、ヒトやモノ、情報などが活発に連携・交流するまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方向】 

東名高速道路、新東名高速道路、富士山静岡空港、ＪＲ東海道本線、大井川鐵道といった東西

及び南北に広がる交通基盤を活かし、広域交流機能の一層の向上をめざすとともに、快適に滞在

できるような取り組みを進め、通過点にしない”新”宿場町としてのまちづくりをめざします。 

また、これらの豊富な広域交通拠点機能を活かし、国内はもとより海外とのヒトやモノ、情報

の連携と交流を促進します。 

 

＜全国・世界へ広がる物流・交流拠点の形成］ 

・ 高速道路インターチェンジや富士山静岡空港などの交通拠点機能を活かし、関係機関等との

連携のもと、新たな魅力と活力の創出に向けた基盤の整備を進めます。また、企業や専門教

育機関・研究機関・宿泊施設の誘致や物流機能の強化を進め、流入人口や定住人口の増加を

図るとともに新市発展の拠点を形成します。 

・ 東海道新幹線富士山静岡空港新駅開設の働きかけを行うとともに、富士山静岡空港、新東名

高速道路島田金谷インターチェンジなど各高速交通拠点へのアクセス機能強化を進めます。 

・ 新市へ人が訪れ、不便なく新市に立ち寄り、滞在したくなるような通過点にしない“新”宿

場町としてのまちづくりを進めます。 

・ 人の交流、産業の交流などの促進に向けては、大井川の水や観光資源、特産品、物流機能、

企業立地などの情報を発信します。 

 

＜広域交通基盤の利便性の強化＞ 

・ JR 島田駅などの整備により通勤・通学者、来訪者が利用しやすい交通拠点づくりや、市内

外の各交通拠点をつなぐ道路網の整備などによりアクセス機能を強化し、交通基盤の利便性

の向上を図ります。 

 

＜地域内外の交流の促進＞ 

・ 近隣市町に対しては、通勤通学など生活圏が重なることや古くからの交流、共通する特徴等

があることから、今後も連携を図り魅力あるまちづくりをめざします。また、スポーツ大会

の招致や観光客誘致、姉妹都市交流などにより広域的な交流を促進します。 

・ 社会経済や日常生活において外国人とのかかわりが深まり、国際感覚ある人づくりが必要と

されているため、住民の国際化に対する意識を高め、国際交流機会を増やします。 

 

 

広域交通基盤を活かし、ヒトやモノ、

情報などが活発に連携・交流するまち 

広域交通を活用したまちづくり 

基本方針 

施策の柱 

全国・世界へ広がる物流・交流拠点
の形成 

広域交通基盤の利便性の強化 

地域内外の交流の促進 



 27 

 

 

 

施策の柱 主要事業 

全国・世界へ広がる物

流・交流拠点の形成 

交通拠点化を活かす周辺基盤整備事業 

・空港隣接地域振興事業 

・新東名島田金谷インターチェンジ周辺地域基盤整備 

事業 

企業・専門教育機関・研究機関誘致や魅力発信による新市

発展拠点形成事業 

・お茶の都づくり関連事業 

広域交通基盤の利便性の

強化 

広域交通機能強化事業 

・ＪＲ島田駅南口開設事業 

地域内外の交流の促進 
新市アピール広域交流促進事業   

国際交流促進事業 

島田駅南口完成予想図 
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３）産業がいきいきと活発なまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方向】 

農林業の振興に向け、生産基盤の充実や地産地消の取り組みなどを図るとともに、お茶をはじ

めとする当地域固有の特産品による産業振興をめざすとともに、次代を担う後継者の育成支援を

図ります。 

工業については、企業立地の受け皿づくりを進めるとともに、広域交通拠点機能を活かした産

業の振興と雇用の場の充実、増大を図ります。 

商業については、市街地の整備などにより、気軽に訪れ、立ち寄れる、賑わいある商店街づく

りを進め、地元の特性を生かした活性化を図ります。 

観光については、各地の観光施設の充実や伝統的な祭りの支援等を進めるとともに、各資源の

ネットワーク化を進め、新市全体での魅力、集客力の強化を図ります。 

 

＜農林業の振興＞ 

・ 茶業振興の大きな課題となっている生産基盤の整備、充実や茶工場の再編などの支援を図る

とともに、担い手の育成に努めます。また農道整備などの農業農村整備事業を推進します。 

・ 全国に誇れる川根茶をはじめ、島田茶、金谷茶の３つのお茶の特性と連携を図り、尚一層の

ブランド化を促進します。 

・ 市内で生産された安全で新鮮な産品を住民に提供し、地域の農林業について住民の理解を深

め、消費者と生産者の相互信頼の向上を図るとともに消費拡大につながるよう地産地消を進

めます。 

・ 川根地域の森林は、優良な大井川材の産地であることから、林業団体の組織強化、林業労働

者の確保や担い手の育成、林業の基盤整備などに努めるとともに、林業経営の効率化を図る

施策を推進し、林業の振興を図ります。また、森林整備や林産資源の有効活用を行う森林組

合やＮＰＯなどを支援します。 

 

＜企業立地、地場産業の振興と雇用の創出＞ 

・ 新市が有する豊かな水源や広域的な交通機能の優位性などを活かし、新たな企業の立地に向

けた受け皿づくりを推進し、雇用の創出を図ります。 

・ 地域に密着し、地域に貢献する地元企業については、経営近代化などの支援を進めます。 

・ 高齢化の進展に対しては、雇用創出の面からも高齢者福祉サービス提供体制の充実を図りま

す。 

・ 温泉やお茶を活かしたオリジナル産業の育成など地場産業の振興に努めます。 

 

＜商店街の活性化＞ 

・ 商店街においては、市街地の整備を進め、基盤の整備と魅力づくりを図ります。また、地元

組織の支援を図るとともに、空き店舗対策、商品券の活用、イベントの開催などにより、気

軽に立ち寄れ、賑わいあふれる商店街の形成を支援します。 

農林業の振興 

企業立地、地場産業の振興と雇用の創出 

商店街の活性化 

観光の振興 

産業がいきいきと活発なまち 

産業の活性化 

基本方針 

施策の柱 
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＜観光の振興＞ 

・ お茶の郷や川越遺跡、旧東海道石畳、蓬莱橋、大井川鐵道のＳＬ、志戸呂焼、川根温泉など

の観光資源を活用し、観光名所としての機能の充実を図ります。また、これらの観光資源を

結びつけ、富士山をはじめとする県内の観光地との広域的な連携を図ることで、観光的魅力

や集客力の増大を図ります。 

・ 島田大祭や金谷茶祭りなどの伝統的な祭りの継承やイベントの開催への支援を行うととも

に、新市の一体化に向けた活用を図ります。 

・ 豊かな自然に恵まれた中山間地域については、森林資源やアユ等の水産資源、大井川などを

活用したグリーンツーリズムなどの新たな観光事業の創出を図ります。 

 

 

 施策の柱 主要事業 

農林業の振興 

お茶等の地域特産品生産を支える生産基盤強化事業 

安全で新鮮な地場産品による地産地消促進事業 

農林業担い手育成事業 

森林整備間伐推進事業 

企業立地、地場産業の振興

と雇用の創出 

地域産業の活力を培う企業立地基盤整備事業 

地域に根付く地場産業振興事業 

 

商店街の活性化 

にぎわいを取り戻す空き店舗対策事業 

歩いて楽しい商業基盤施設整備事業 

中心市街地活性化事業 

観光の振興 

新市の誇り観光名所形成事業 

・フィルムコミッション支援事業 

お茶文化交流観光拠点整備事業 

・お茶の都づくり関連事業 

“まつり”観光振興事業 

地場産業活用観光振興事業 

 

観光資源ネットワーク化事業 

・川根温泉を活かした観光振興事業 
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４）だれもが安心して暮らせる健康・福祉のまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方向】 

家族や地域、企業が一体となって子育てを応援し、安心して子どもを産み、育てられる環境づ

くりを進めます。また、子どもも、おとなも、若者も、高齢者も、障害のある人も誰もがそれぞ

れの力を出し合い、支え合いながら快適な生活を送ることができるよう世代間の交流活動の促進

に努めるとともに、多様なニーズに対応できる福祉サービスの充実を図り、住み慣れた地域の中

で誰もが自立し、生きがいを持って暮らしていけるような環境づくりをめざします。 

さらに、疾病予防や住民の健康維持・増進を促進し、住民の主体的な健康づくり活動を積極的

に支援します。また、医療については、疾患構造の変化に対応した医療の高度化、専門化に努め

るとともに、住民の医療ニーズに対応した適切な医療サービスを提供するために、医療関係機関

の相互協力による包括的な地域医療体制の確立に努めます。併せて、救急医療体制や災害時の医

療、救護体制の充実を図ります。 

 

＜新市の宝“子”育て支援の推進＞ 

・ 安心して子どもを産み、育てられる環境を整えるため、各種支援措置の充実を図るとともに、

放課後児童クラブなど子育て支援施設の整備を進めます。 

・ 地域による児童の一時預かりや、隣近所の支援などにより、地域ぐるみで子どもを見守り、

家族と地域が一体となって子育てに取り組む体制づくりを推進するとともに、仕事と子育て

の両立に必要な雇用環境の整備促進を図ります。  

 

＜地域で支え合う高齢者福祉の推進＞ 

・ 高齢者がいきいきと暮らすことができるよう、また、高齢者が知識や経験を活かして地域で

活躍できるよう高齢者の就労機会の拡大やスポーツ活動などへの参加を促進します。 

・ 高齢者の健康増進や自立を支援し、安心して暮らしていけるよう福祉施設の整備を図ります。 

・ 高齢世帯やひとり暮らし高齢者の増加に対応した外出支援などの高齢者サービスの充実を

図ります。 

 

＜自立と社会参加をめざす障害者福祉の推進＞ 

・ 障害のある人の自立と社会参加を支援するとともに、障害者福祉施設の整備などにより障害

者福祉サービスの充実を図ります。 

新市の宝“子”育て支援の推進 

自立と社会参加をめざす障害者福
祉の推進 

健康長寿の推進と医療の充実 

地域で支え合う高齢者福祉の推進 だれもが安心して暮らせる 

健康・福祉のまち 

安心なくらし 

基本方針 

施策の柱 
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＜健康長寿の推進と医療の充実＞ 

・ 健康長寿をめざした疾病予防や住民の健康維持・増進を促進します。また、スポーツ活動へ

の参加を促進し、健康づくりを支援します。 

・ お茶の持つ効能の研究が進む中その成果を踏まえ、まず、特産地に住む住民が、お茶を活か

した健康の維持・増進やゆとりづくりを図れるようその活用を促進します。 

・ 温泉を活用し、保健・医療・福祉の連携による心と体の健康づくりを進めます。 

・ 市民病院は、大井川流域の中核的医療機関として、機能の一層の充実を図ります。また、高

度専門医療充実のため、医療施設の整備や医療従事者の確保に努めます。 

 

 

 施策の柱 主要事業 

新市の宝“子”育て

支援の推進 

未来を担う子育て支援事業 

子育て支援施設整備事業 

地域で支え合う高

齢者福祉の推進 

高齢化に対応する高齢者福祉サービス強化事業 

高齢者の自立支援と支え合いの推進事業 

高齢者福祉施設整備事業 

自立と社会参加を

めざす障害者福祉

の推進 

障害のある人の自立支援事業 

障害者福祉施設整備事業 

健康長寿の推進と

医療の充実 

心もからだもすこやかな健康づくり活動の推進 

 ・健康増進交流施設整備事業 

 ・すこやか戦略推進事業 

お茶や温泉を活かした健康増進事業 

出生から終末期に至る包括的な地域医療体制強化事業 

 ・新病院建設事業 
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５）自然と共生し、歴史を大切にするまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方向】 

地球環境や生態系を考慮に入れた循環型社会の形成をめざすとともに、住民・地域が一体とな

った自然環境を守り育てる活動を支援します。さらに、自然環境を住民生活のうるおいづくりや

未来を担う人づくりなど積極的に活用していきます。 

また、宿場町の歴史的な町並みや旧東海道石畳、蓬莱橋、野守の池など新市の特色を表現する

魅力ある景観を活用していくとともに、牧之原台地・中山間地や大井川河川敷など人々のこころ

を和ませる自然景観の保全に努めます。地域に残る歴史資源については、ただ残すのではなく、

住民の誇りとなるよう洗練させてアピールしていきます。 

 

＜魅力ある景観の保全＞ 

・ 宿場町の歴史的な町並みや旧東海道石畳、蓬莱橋、野守の池など、新市の特色を表現するよ

うな魅力ある景観や牧之原台地・中山間地や大井川河川敷など人々のこころを和ませる自然

景観の保全に努めます。 

 

＜歴史資源の保存と活用＞ 

・ 歴史資源に関する調査等を進めるとともに、その適切な保全・公開等に向けた取り組みを進

めます。 

・ 歴史的文化財や伝統的芸能等については、保存を支援し、継承に努めます。 

 

＜自然環境の保全と活用＞ 

・ 大井川などの豊かな自然環境を地域と一体となって保全するとともに、自然体験や環境学習

などを通じて、住民生活のうるおいづくりや未来を担う人づくりに積極的に活用していきま

す。 

・ 自然環境の保全に配慮した工法を取り入れて河川整備や治山事業に取り組みます。 

・ 国土の保全、水源涵養など公益的機能を有する森林の荒廃を防ぎ、環境保全機能の維持と森

林資源の活用を図るとともに、動植物の生態系にも配慮した自然と共生するまちづくりを進

めます。 

 

＜環境への負荷を低減させるまちづくりの推進＞ 

・ ごみの減量や資源のリサイクル、環境に配慮した高機能ごみ処理施設を整備するなど資源循

環型社会の形成を推進します。 

・ 地球規模の環境問題を地域から解決していくため、民・産・学・官の連携による環境保全活

動を推進します。 

 

魅力ある景観の保全 

環境への負荷を低減させるまちづく
りの推進 

自然環境の保全と活用 

歴史資源の保存と活用 
自然と共生し、 

歴史を大切にするまち 

豊かな自然と歴史の中でくらす 

基本方針 

施策の柱 
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施策の柱 主要事業 

魅力ある景観の保全 美しいまち・歴史的な町並み景観保全事業 

歴史資源の保存と活用 
郷土の歴史資源の再発見と活用事業 

歴史と伝統の保存・継承事業 

自然環境の保全と活用 
地域で取り組む自然環境の保全・活用事業 

自然環境共生事業 

環境への負荷を低減させるま

ちづくりの推進 

環境先進都市をめざす資源循環型社会形成事業 

・最終処分場整備事業 

環境保全活動促進事業 
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６）人を育て、文化を創造するまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方向】 

家庭や地域と連携し、小中学校における個に応じた指導の推進や幼児期の教育の充実に努める

とともに、安全な学校施設の整備を進めます。また、地域の風土に根ざした学習環境を取り入れ

地域への愛着や新市の一体感を育む学校教育を推進します。 

生涯学習については、学習内容の充実や生涯学習関連施設の利便性の向上を図るとともに、住

民活動やイベントを支援するなど、様々なニーズに応じた学習環境の向上に努めます。 

また、大井川河川敷の活用をはじめとして、各種スポーツ施設・広場・公園等の充実を進め、

住民のスポーツ活動の支援に努めるとともに、地域の伝統、祭りの継承や質の高い芸術・文化に

触れる場の拡大など、住民が取り組む芸術・文化活動を支援していきます。特に、当地域で育ま

れてきたお茶の文化については、住民の理解と愛着を一層深めるような取り組みを進め、広く全

国・世界へと発信し、新市の文化として広くアピールしていきます。 

 

＜学校教育の充実＞ 

・ 市内の学校間の交流を深めるとともに、地域の歴史や産業、文化などを学ぶ機会の充実を図

り、地域への愛着や新市の一体感を育む教育を推進します。また、学校施設の充実と整備を

進めます。 

・ 幼・保・小・中の連携と個に応じた指導の充実に努めます。また、栽培活動等を活かした食

育の推進や地域の中での体験活動を推進するため、風土に根ざした学習環境の充実を図りま

す。 

・ 環境、福祉、情報、国際理解など、時代の変化への柔軟な対応をめざした学習を進めます。 

・ 川根地区については、中高一貫教育を進め、教育の充実を図ります。 

 

＜生涯学習の充実＞ 

・ 地域の施設や余裕教室の活用、旧笹間小中学校の校舎及び跡地の利活用、図書館・博物館の

充実と連携などにより生涯学習施設の利便性の向上を図ります。また、伝統的な技術、行事

などを知り、伝えていくような学習内容の充実や生涯学習の講師となる地域の人材の発掘を

行い、この地域ならではの住民の様々なニーズに応じた生涯学習の機会の充実を図ります。 

・ 次世代を担う青少年の健全育成を推進するため、世代を超えた人々との交流や自然とのふれ

あいを図るとともに、家庭、学校、地域が一体となって青少年の心を温かく育む社会の構築

を図ります。 

 

＜スポーツ振興＞ 

・ 大井川マラソンコース「リバティ」を活用し、全国から実業団や大学の合宿を誘致するなど

「マラソンのまち」として新市をＰＲします。 

・ 大井川河川敷の整備を進めるとともに、各種のスポーツ施設、広場・公園等の充実を図ります。 

・ 住民が体力や技能、技術に応じてスポーツに親しめるよう生涯スポーツ運動を推進します。 

学校教育の充実 

芸術・文化活動の振興 

生涯学習の充実 

スポーツ振興 

人を育て、文化を創造するまち 

新市を担う人づくり 

基本方針 

施策の柱 
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＜芸術・文化活動の振興＞ 

・ 当地域が育んできたお茶の文化については、お茶の郷の活用などを通じて広く全国・世界へ

と発信していくとともに、住民がお茶に関して学ぶことができる場と機会の創出を図ります。 

・ 志戸呂焼や大井川の川越し、島田髷、笹間神楽など地域の伝統、文化の継承を支援し、新市

の特色ある文化として育てていきます。 

・ 質の高い芸術・文化に日常的に触れる場を拡大していくとともに、住民の芸術・文化活動を

支援していきます。また、文化的イベントを開催し、新市の文化を広く発信していきます。 

 

 

  

施策の柱 主要事業 

学校教育の充実 

新市への愛着を育む地域学習促進事業 

仲間意識を育てる学校間交流事業 

安心して学べる学校施設整備事業 

個に応じた指導推進事業 

時代の変化に柔軟に対応できる総合学習推進事業 

生涯学習の充実 

多様な学習ニーズに対応する生涯学習機会形成事業 

利用しやすい生涯学習施設整備事業 

・青少年の家整備事業（旧笹間小学校の校舎の利活用） 

生涯学習人材・組織育成事業 

家庭教育支援総合推進事業 

青少年健全育成事業 

スポーツ振興 

大井川河川敷活用促進事業 

スポーツ施設整備事業 

・総合スポーツ施設建設事業 

誰もが取り組めるスポーツ活動啓発事業 

芸術・文化活動の振興 

お茶文化研究発信事業 

・お茶の都づくり関連事業 

陶芸等伝統的文化の継承支援事業 

質の高い芸術・文化活動支援事業 

文化的イベント開催支援事業 
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７）行政と住民の協働のまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方向】 

ボランティアなどの自主的な住民活動を積極的に支援していくとともに、住民、特に若者の意

見やアイデアを募ることができる機会を充実させていきます。このことで、住民自身がまちの課

題について考え、その解決に向けて主体的に取り組む、隣近所での話し合い、助け合いのまちづ

くりを進めます。また、性別、年齢などにかかわらず、一人ひとりが命の尊さ、個を尊重し、誰

もが平等に活躍できるような社会の形成をめざします。 

行政にあっては、開かれた行財政運営を進めるとともに、効率的で効果の高い施策展開を進め

ていきます。地方分権の進展や社会経済状況の変化に伴う行政ニーズの高度化、多様化に的確に

対応するために、行政組織の再編を行うとともに、人材の育成に努め、行政サービスの向上と効

率化をめざします。また、長期的視点に立ったメリハリのある施策の展開と計画的かつ健全な財

政運営を進めていきます。 

 

＜新市一体化の促進＞ 

・ 合併イベントの開催や、市内の各地を知り理解する学習機会の創出などにより、一つのまち

としての早期一体化を図ります。 

・ 合併後策定する新市の総合的な計画づくりに、住民の参画を図り､一体となって取り組みま

す。 

 

＜住民参加・地域主体のまちづくり＞ 

・ 住民の主体的な活動の拠点として、各地区の公民館やコミュニティ施設の整備・充実を図り

ます。 

・ 地域、住民、ボランティアやＮＰＯなどの住民組織と協働し、まちづくりを進めます。また、

まちづくり活動のけん引役となる各種・各分野のリーダーの育成に努めます。 

・ 住民参加型のシステムを、新市においても積極的に取り入れ、住民の手によるまちづくりを

推進します。特に、中学生・高校生が参加する会議の開催など若者の意見やアイデアを募る

機会の充実を図ります。 

 

＜人権尊重、男女共同参画社会の形成＞ 

・ 性別、年齢などにかかわらず、一人ひとりが活躍できる社会をめざし、男女共同参画社会の

形成に向けた教育・啓発活動を推進します。また、児童・高齢者虐待、DV（配偶者間等暴

力）に対する相談体制や見守り体制の充実、声かけ運動などの取り組みを進めます。 

行政と住民の協働のまち 

新市一体化の促進 

住民参加・地域主体のまちづくり 

人権尊重、男女共同参画社会の形成 

開かれた行政と行財政の効率化 一丸となった新市まちづくり 

基本方針 

施策の柱 
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＜開かれた行政と行財政の効率化＞ 

・ 開かれた行政を進めるため、多様な機会を通じて適正な情報公開に努めます。また、行政の

評価制度を取り入れ、行政運営の透明性の向上を図るとともに、効率的で効果の高い施策展

開をめざします。 

・ 行政サービスの向上と効率化をめざし、職員の適正配置や専門的部署の設置など行政組織の

再編を進めるとともに、地方分権に対応できる人材の育成を図ります。 

・ 健全な財政運営を進めるため、長期的視点に立った計画的な投資・施策の実施や既存施設の

有効な活用、民間活力の導入などを積極的に進めるとともに、メリハリのある施策の展開を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱 主要事業 

新市一体化の促進 
新市一体化ＰＲ事業 

新市総合計画等策定事業 

住民参加・地域主体のまち

づくり 

住民活動の拠点となる公民館、コミュニティ施設整備

事業 

心輝くリーダー育成支援事業 

若者参加の協働のまちづくり事業 

住民参画推進事業 

人権尊重、男女共同参画社

会の形成 

男女共同参画社会形成事業 

幸せ願う人権教育充実事業 

児童・高齢者虐待、ＤＶ対策事業 

開かれた行政と行財政の

効率化 

透明性の高い行政に向けた情報公開推進事業 

効率的・効果的な行政組織適正化事業 

“輝き創る”人材育成事業 

財政運営健全化事業 
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新市では、静岡県の諸施策の推進と協働して計画的なまちづくりを推進します。 

 

１．静岡県に要望する事業 

 

 

 

分野・施策 主要事業概要 事業名・地区名・路線名等 

交通機能の強

化による地域

内連携の促進 

新市の一体化の促進を図り、円滑な

自動車交通を確保するため、基幹と

なる交通網の整備を行う。 

・新たな大井川への架橋 

・島田金谷線 

・島田川根線 

・住吉金谷線 

・焼津森線 

・藤枝天竜線 

・国道 473号 

・ＪＲ東海道線立体交差化事業（(都)横井御

仮屋線） 

・空港アクセス道路（通称 南原ルート） 

・    〃   （通称 島田ルート） 

全国・世界へ広

がる物流・交流

拠点の形成 

空港建設に伴い、空港関連機関等を

誘致し地域の振興を図る。 

・空港周辺地域づくり事業 

・広域多目的ドーム整備事業 

いのちを守る 

防災・安全体制

の充実 

洪水、土砂崩壊等の災害から住民の

生命と財産を守るため、保全を行

う。 

・急傾斜地崩壊対策事業（大津地区、家山地

区、笹間下地区） 

・砂防事業（トトリ沢、ヌメリ沢、静居寺沢） 

・河川事業（東光寺谷川、大津谷川、伊太谷

川、尾川、相賀谷川、伊久美川、新堀川、

大代川、清水川、大井川、家山川、身成川、

笹間川） 

・治山事業 

自然環境の保

全と活用 

環境整備による河川敷の活用を推

進する。 
・河川事業（大井川丹原地区） 

農林業の振興 

農林道、排水路、農地造成、農業用

水の確保、農地保全等各事業の総合

的整備により農林業振興を支援す

る。 

・林道整備（笹間地名線、京柱線） 

・中山間地域総合整備事業（川根地域） 

・中山間地総合整備事業（川根家山川地区） 

・県営ため池等整備事業（神座用水２期） 

・経営体育成樹園地再編整備事業（北志太地

区） 

・農地防災ダム事業（大代防災ダム） 

６． 新市における県事業の推進 
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２．静岡県が実施を予定する事業 

 

 

 

 

 

分野・施策 主要事業概要 事業名・地区名・路線名等 

交通機能の強

化による地域

内連携の促進 

新市の一体化の促進を図り、円滑な

自動車交通を確保するため、基幹と

なる交通網の整備を行う。 

・島田川根線 

・蔵田島田線 

・焼津森線 

・榛原金谷線 

・河原大井川港線 

・島田大井川線 

・住吉金谷線 

・島田吉田線 

・吉沢金谷線 

・国道 473号 

・掛川川根線 

快適生活基盤

づくり 

空港開港後の航空機騒音等環境対

策に関し円滑な対応を図る。 
・空港隣接地域 

いのちを守る

防災・安全体制

の充実 

洪水、土砂崩壊等の災害から住民の

生命と財産を守るため、保全を行

う。都市基盤の防災対策を行う。 

・急傾斜地崩壊対策事業（尾川代ノ田、相賀

祢宜地、伊久美二

俣、家山寺山） 

・砂防事業（大津谷川） 

・河川事業（東光寺谷川、菊川、家山川、大

津谷川） 

・大井川中流域浸水対策事業（鍋島、家山） 

・＜農林水産省所管＞地すべり対策事業 

 （伊太、鎌塚、東川根、松島、松島東、神

谷城、志戸呂、切山） 

農林業の振興 

農林道、排水路、農地造成、農業用

水の確保、農地保全等各事業の総合

的整備により農林業振興を支援す

る。 

・林道大平三並線 

・林道大尾大日山線 

・林道八高山線 

・農免農道整備事業（谷稲葉東光寺線３期） 

・新農業水利システム保全対策事業（栃山南

部地区） 
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７．公共的施設の適正配置と整備７．公共的施設の適正配置と整備７．公共的施設の適正配置と整備７．公共的施設の適正配置と整備 

公共的施設の適正配置と整備は、利便性、安全性など十分配慮し、地域の特性や地域バランス、

さらには財政事情を考慮しながら検討します。 

特に、庁舎を含めた公共施設の更新等に当たっては、公共施設マネジメントの取り組みの中で、

既存施設の有効活用や広域的な相互利用を検討するほか、事業効果、管理方法などを踏まえ、住民

からの意見を得るなど総合的な判断のもとで、均衡ある発展と住民福祉に最大限配慮した整備に努

めます。 
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(1） 前提条件 

財政計画は、合併後 10年間（平成 20年度から平成 29年度）におけるまちづくりを

進めるために、普通会計の歳入及び歳出を項目ごとに推計し、その計画を示すもので

す。 

この財政計画は、平成 20 年度から平成 25 年度までは実績値（決算額）とし、平成

26 年度以降については、島田市総合計画後期基本計画に掲載した財政計画との整合を

図り、平成 24年度の決算数値等を基礎としてこれまでの実績や中長期的な財政見通し

を踏まえて策定しました。 

歳入においては、現行の地方財政制度の改革や税制改革に留意し、また、歳出にお

いては、高齢化の進展に伴う経費の増加等への対応を図るため、職員数の見直しによ

る人件費の削減、事務の効率化による物件費の削減など、合併による歳出の一層の削

減効果を見込んで推計しています。 

 

(2) 財政計画 

（歳入） 

① 地方税、譲与税、交付金 

地方税などについては、国の三位一体の改革に伴う税財源の移譲及び税制改革によ

る定率減税の廃止等を踏まえ、これまでの推移、将来納税者数などを基に推計してい

ます。 

 

② 地方交付税 

普通交付税については、普通交付税の算定の特例（合併算定替）により算定すると

ともに、合併に係る交付税措置（支援措置、合併特例債償還金）を見込んでいます。 

特別交付税については、これまでの実績の推移等を勘案して見込んでいます。 

 

③ 分担金及び負担金 

分担金及び負担金については、これまでの実績の推移等を勘案して推計しています。 

 

④ 国庫支出金、県支出金 

国庫支出金及び県支出金については、今後の扶助費や普通建設事業費等の増減を勘

案し、平成 17年度決算数値を基礎とし推計しています。 

 

⑤ 繰入金 

今後の資金需要等を考慮し、特定目的基金及び年度間の財源調整のための財政調整

基金等を見込んでいます。 

 

⑥ 地方債 

地方債については、新市基本計画等における主要事業の実施のため、普通建設事業

に充てる通常債などを見込んでいます。 

 

⑦ その他の歳入については、これまでの実績の推移等を勘案して推計しています。 

８． 財政計画 
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（歳出） 

① 人件費 

人件費については、定員適正化計画を踏まえ、合併後の退職者の補充を抑制するこ

とによる一般職職員の減少及び合併による特別職職員の減少を見込んで推計していま

す。 

 

② 物件費 

物件費については、これまでの実績の推移を踏まえ、事務の効率化などにより経費

は削減していくとして推計しています。 

 

③ 扶助費 

扶助費については、これまでの実績の推移を踏まえ、今後の高齢者福祉への対応等

を見込んで推計しています。 

 

④ 補助費等 

補助費等については、これまでの実績の推移を踏まえ推計しています。 

 

⑤ 公債費 

公債費については、これまでに借入れた地方債に係る償還予定額に、新市基本計画

に基づく事業などの実施に伴う合併特例債や新たな地方債の償還見込額を加えて推計

しています。 

 

⑥ 積立金 

積立金については、これまでの実績の推移等を踏まえ推計しています。 

 

⑦ 繰出金 

繰出金については、特別会計などへのこれまでの実績の推移等を踏まえ推計してい

ます。 

 

⑧ 普通建設事業費 

普通建設事業費については、新市基本計画等における主要事業に係る普通建設事業

及びその他の普通建設事業を見込んで推計しています。 

 

 

なお、この財政計画は、今後の経済の動向や、更なる行財政改革などによる国庫支出

金制度及び地方交付税制度等の改正があった場合、その影響を受け、見直しや調整を行

う必要が生じることが予想されます。 
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用語解説等 

 

略語 

ＤＶ 【Domestic Violence】 

夫婦や恋人など親密な関係にあるパートナーからの暴力（身体

的、精神的、経済的、社会的、性的なものを含む）のこと。 

Ｉ.Ｃ 【Inter Change】 

インターチェンジ。 

ＮＰＯ 【Non Profit Organization】 

非営利組織。政府や私企業とは独立した存在として、社会的な公

益活動を行う組織・団体。 

ＴＭＯ 【Town Management Organization】 

中心市街地活性化法に基づき、市町村の商業関係者が組織する機

関。市町村の基本計画にのっとり、中小小売商業高度化事業構想

を策定する。それを具体化した事業計画が国の認定を受けること

によって、補助金や免税措置などの支援措置を受けることができ

る。 

あ 

アクセス 産業・住宅の立地で、交通の利便性のことをいう。 

オールフォーワン・ワンフォーオール みんなは一人のために、一人はみんなのためにという精神。 

か 

コミュニティバス 路線バスと乗合タクシーの間を埋める小型バスで、バス不便地域

を運行する新乗合バスの総称。利用者の利便性を最大限考慮しつ

つ、福祉サービス、環境に与える影響の軽減を視野に入れたシス

テム。 

コンソーシアム 目的を達成するために形成された機能的、かつ、実効性のある共

同事業体。 

さ 

資源循環型社会 廃棄物の排出を抑制し、排出された廃棄物については、可能な限

り、資源として適正かつ有効利用を図り、さらに、どうしても利

用できなかったものは、適正に処分することによって、天然資源

の消費が抑制され、環境への負荷が低減される社会のこと。 

新市における県事業の推進 「静岡県に要望する事業」と「静岡県が実施を予定する事業」の

両方に記載のある事業は、事業区間が長いため複数の区間に分け

て事業を行うもので、この計画作成時において既に着手していて

引き続き実施を予定する事業区間のほかに新たに要望している

事業区間があるもの。 

な 

ニーズ 必要性。要求。 

ネットワーク 組織や物が、相互に関連を持ちながら、網のように縦横に張り巡

らされて構成されている状態のこと。 
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は 

パートナーシップ 友好的な協力関係の意。ここでは、住民が行政と公平で平等な関

係を築き、適切な役割分担のもとに連携することを意味してい

る。 

ホスピタリティ 訪問者を丁重にもてなすことの意。ここでは、「すべての人に心

を込めて接する意識」という意味で用いている。 

ま 

マスタープラン 基本的な方針、基本計画のことをいう。 

民・産・学・官 民＝民間（ここでは住民）、産＝産業、学＝学校（大学などの研

究機関も含みます）、官＝官僚（ここでは行政機関）。 

や 

ユニバーサルデザイン 年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、すべての人にとって

平等に使いやすいものをつくり上げていこうとする考え方。単に

“使うことができる”だけでなく、「分かりやすさ」「単純さ」

など、“使いやすさ”が重視される。 

ら 

ライフスタイル 個人や集団の生き方、生活様式。 

ライフライン 生活線。電気、ガス、水道などをいう。 

 


